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大月市総合福祉センター条例（平成17年大月市条例第23号）新旧対照表 

改正後 現行 

別表第２（第10条関係） 

利用許可施設及び浴室の利用料 

区分＼利用時間 9時から12時まで 13時から17時ま

で 

9時から17時まで 

多目的ホール 8,220円 8,220円 15,430円 

浴室 1日につき 

大人 510円 

中学生 200円 

小学生 100円 

（市内居住の65歳以上の者は半額とし、その者と同伴

した小学生又は中学生の利用料は、無料とする。） 
 

別表第２（第10条関係） 

利用許可施設及び浴室の利用料 

区分＼利用時間 9時から12時まで 13時から17時ま

で 

9時から17時まで 

多目的ホール 8,000円 8,000円 15,000円 

浴室 1日につき 

大人 500円 

中学生 200円 

小学生 100円 

（市内居住の65歳以上の者は半額とし、その者と同伴

した小学生又は中学生の利用料は、無料とする。） 
 

 


